
新潟市環境基本計画の改定について

新潟市環境基本条例第9条に基づき、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定。
現行の計画期間が令和4（2022）年度で終了することから、計画の改定を行う。

計画期間 第1次 平成10（1998）年度〜平成18（2006）年度 〔9年間〕
第2次 平成19（2007）年度〜平成26（2014）年度 〔8年間〕
第3次 平成27（2015）年度〜令和 4（2022）年度 〔8年間〕
第4次 令和 5（2023）年度〜令和12（2030）年度 〔8年間〕

計画の位置づけ

・毎年、前年度の取組み状況等について年次報告を行う。
・社会情勢の変化や環境情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて計画を見直す場合もある。

新潟市総合計画

新潟市環境基本計画

本市のマスタープラン
まちづくりの理念・目指す都市像

基本的な政策・施策

環境行政のマスタープラン
新潟市総合計画と相互に連関、補完

SDGｓの推進

目指す都市像の
実現

環境

環境政策面から理念・都市像の実現に寄与



新潟市環境基本計画の位置付け（イメージ）

新潟市総合計画

まちづくりの理念・目指す都市像 ・本市が8年後(2030年)に目指す将来の姿を示す
・計画を通じてSDGsを推進

基本的な政策・施策
都市像の実現とSDGsの推進

環境

分野別計画

総合計画の方向性と整合、都市像の実現に寄与

新潟市環境基本計画

環境教育・協働

脱炭素社会の
創造

循環型社会の
推進

豊かな自然環境
の保全

良好な生活環境
の確保

新潟市地球温暖化対策
実行計画

新潟市一般廃棄物処理
基本計画

新潟市生物多様性
地域計画

その他関連計画



改定の流れとスケジュール （１）

計画の改定にあたっては、新潟市環境基本条例第9条に基づき、新潟市環境審議会において審議を行う。

現行計画の評価
評価指標の達成状況、市⺠アンケートの結果等から、
現行計画での取り組みにおける課題を抽出。

計画の基本事項、構成等を検討、作成。

骨子に基づき、具体的な内容を検討、作成。

審議の流れ

計画(骨子)作成
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スケジュール（予定）

現行計画の評価

計画（骨子）作成

計画（案）作成

審議会① 審議会② 審議会①

計画(案)作成

審議会② 審議会③ 審議会④

議会報告
パブリックコメント

計
画
策
定

関係課と随時調整

市⺠アンケート（準備・実施）



年度 開催時期 内容

Ｒ３

審議会①
（11/29）

○第３次計画における取組の評価
○計画改定の概要
○市⺠アンケートの実施内容

審議会②
（２〜３月）

●計画素案の諮問
○計画の基本方針・骨子案の検討

骨子案の構成、施策の方向性、目標設定の視点

Ｒ４

審議会①
（６〜７月）

○施策及び成果指標の検討
施策、取組項目、成果指標

審議会②
（８〜９月） ○計画素案の検討

審議会③
（10〜11月）

○計画素案の確認
●計画素案の答申

審議会④
（２〜３月） ○計画案の確認（パブリックコメントでの意見を反映）

審議内容（予定）
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改定の流れとスケジュール （２）


